
熊本県立大学の新型コロナウイルス感染拡大防止のための対応指針 

 

熊本県立大学では新型コロナウイルスの感染拡大等に伴い、大学の諸活動に

ついての対応指針を策定しています。この対応指針は、熊本県立大学の学生や

教職員の皆さんが状況に応じて、適切かつ柔軟に活動する目安を示すためのも

のです。 

国は、1 都 2 府 8 県を対象としていた新型コロナウイルス感染症緊急事態宣

言を 3 月 1 日から 1 都 3 県に縮小したものの、3 月 21 日まで継続している状

況です。また、熊本県は、1 月 14 日から 2 月 17 日まで「熊本県独自の緊急事

態宣言」を発令し警戒していたところですが、県内の感染者数が抑えられてい

る状況にあることから、現在の熊本県リスクレベルは、 レベル３（警報相当

※） となっています。 
※…感染者数は減少しているが、年度末は、会食行事や人の移動が増加し  、警戒を強める必要があるため  

「レベル２警戒」ではなく「レベル３警報」相当としたもの。  

このような状況を踏まえ、今般、対応指針のレベルをこれまでの「レベル３

（制限大 警報）」から「レベル２（制限中 警戒）」に引き下げることとします。 

もうすぐ春季休業が終わり、新年度がスタートしますが、この時期は様々な

行事が行われるとともに帰省や入学に伴い人の移動が多くなります。 

皆さんには対応指針及び同日付で改定した「新型コロナウイルス感染症に対

する対応方針」を踏まえ、適切な行動をお願いします。 

引き続き、「新しい生活様式」を心がけ、 「三つの密」を徹底的に避ける、

「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗いなどの手指衛生」等の基

本的な感染対策を行うとともに、発熱時には登校・出勤をせず、直ぐにかかり

つけ医等に電話相談するなどを徹底することが、自分を守り、家族や友人等の

大事な方々を守ることにつながります。私たち一人一人ができることをやって

いくことがとても大事です。 

最後に、新型コロナウイルス感染の状況は日々変わります。皆さんには、毎

日必ず大学ホームページを確認されるようお願いします。 

 

令和３年３月１５日  
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新型コロナウイルス感染拡大防止のための対応指針（令和 3年 1月 17日改定） 

レベル 授業（講義・実験・実習） 研究活動 会議・委員会 学生のサークル等活動 事務体制 

１ （制限小） 

 

〔注意〕 

・感染拡大防止措置を講じた上で通常ど

おり実施する。 

・研究室の感染拡大防止措置を講じた上

で通常どおり実施する。 

・感染拡大防止措置を講じた

上で通常どおり実施する。 

・感染拡大防止措置を講

じた上で通常どおり実施

する。 

・感染拡大防止措置を講じた上

で通常どおり行う。 

２ （制限中） 

 

 

〔警戒〕 

・遠隔授業を実施する。（情報処理実習室

等での遠隔授業の受講は認める。） 

・感染拡大防止措置を講じた上で、対面

授業の一部を実施する。 

・研究活動は継続できるが、研究室の感染

拡大防止措置を講じた上で、出来る限り短

時間で実施する。 

・会議等は感染拡大防止措置

を講じた上で実施するが、必

要に応じて書面又はオンライ

ンにより実施する。 

・学校外での活動は禁止

とする。 

・サークル棟は更衣等短

時間の使用のみ認める。 

・感染拡大防止措置を講じた上

で通常どおり行う。 

・時差出勤及び在宅勤務を行

う。 

３ （制限大） 

 

 

〔警報〕 

・遠隔授業を実施（情報処理実習室等で

の遠隔授業の受講は認める。） 

・感染拡大防止措置を講じた上で、実験・

実習等（必要なものに限る）を実施する。 

・研究活動は継続できるが、研究室の感染

拡大防止措置を講じた上で、必要最低限の

人数かつ短時間で実施する。 

・会議等は、原則として、延期

又は中止、並びに書面又はオ

ンラインにより実施する。 

・全面禁止とする。 

・サークル棟は使用禁止

とする。 

・感染拡大防止措置を講じた上

で行う。 

・時差出勤及び在宅勤務を積極

的に行う。 

４ （原則停止） 

 

〔特別警報〕 

・遠隔授業のみ実施する。（全ての実験・

実習は中止する。） 

・学部学生及び大学院生は登校禁止とす

る。 

・研究中止により著しい損失が生じる場

合又は研究機器等の維持が必要な場合に

限り、学部長の承認を得た者のみ、短時間、

研究室等に入室できる。 

・原則として中止又は延期と

するが、大学運営上必要な会

議等は、書面又はオンライン

により実施する。 

・全面禁止とする。 

・サークル棟は使用禁止

とする。 

・原則として在宅勤務を行う。 

・大学機能を最低限維持するた

めの業務は行う。 

 

学生又は教職員等に感染者が発生し、発症 2 日前以降に大学内に入構していたケース 

（学校閉鎖） 

行政機関と協議

し、大学が決定した

期間、学校を閉鎖す

る。 

・学内施設を利用した授業（実験・実習

を含む。）は中止する。 

・学部学生及び大学院生は登校禁止とす

る。 

・研究機器等の維持が必要な場合に限り、

学部長の承認を得た者のみ、短時間、研究

室等に入室できる。 

・大学運営上必要な会議等の

み、書面又はオンラインによ

り実施する。 

・全面禁止とする。 

・サークル棟は使用禁止

とする。 

・在宅勤務を行う。 

・大学機能を最低限維持するた

めの業務を必要最小限の人数

で行う。 

※ 対応指針は、新型コロナウイルス感染の状況等に応じて、適宜、見直す。 


